破産申立に関するクイズ【免責】編。〇か×で答えなさい。

Ｑ１　同時廃止申立事件においても、免責不許可の決定がなされる場合が一定程度ある。

×　免責不許可の判断をする場合は、管財人の意見をきいたうえで、裁判所が判断しますので、裁判所が免責不許可相当と考える事案については管財移行となります。

Ｑ２　同時廃止申立の場合、免責不許可事由が存在する場合において、事案によっては、申立人（破産者）複数人同時に裁判所の１部屋に集められて、裁判官からの訓戒ないし説諭がある集団免責審尋と、１人１人個別に裁判所に呼び出されて、裁判官による口頭審査が実施されることが一般的であるが、前者は破産開始決定後に実施されるのに対し、後者は破産開始決定前に実施される。

○　必要に応じて、集団免責審尋期日を個別免責審尋期日に切り替えるということがあることについては、はい６・６３頁には記載されていますが、一般的には、免責不許可事由の程度に応じて、集団免責審尋、口頭審査、管財移行が選択されます。免責審尋は、開始決定後に免責決定を出すかどうかを判断するためのものですので、開始決定後に実施されますが、口頭審査期日では、そもそも同時廃止決定を出すかどうかを判断するためのもの（免責不許可相当と考えた場合は管財移行しますのでその判断のためのもの）でもありますので、開始決定前に実施されます。ただ、はい６・６４頁記載のとおり、口頭審査期日において十分な訓戒ないし説諭を受けた方については、集団免責審尋期日を指定しません。

Ｑ３　弁護士の受任通知発送後、離婚した妻に対して、法律上相当といえる程度の養育費を支払ってしまったが、非免責債権でも支払ってしまうと偏波弁済となるのでこれは免責不許可事由（偏波弁済）に該当するものの、裁量免責となる。

×　破産法２５２条１項３号には「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」とありますが、子供の養育のための法律上相当といえる程度の養育費の支払いは、「当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的」が存在しないため、基本的には免責不許可事由に該当しません。ですので、上記のような事案の場合、積極的に免責不許可事由に該当しないと主張するべきで、免責不許可事由に該当することを安易に認める必要はありません。ただし、法律上不相当なほどの過大な金銭を養育費名目で支払った場合は、上記目的が認められる可能性があろうかと思います。このように、免責不許可事由に該当しないと主張する場合、条項のどの要件が足りていないのかを説得的に裁判所に伝えるとよりよいでしょう。
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